
 

島原半島圏域二級水系流域治水協議会 規約 
 

 

（設置） 

第１条 「島原半島圏域二級水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、令和３年８月豪雨をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動に

よる水害の激甚化・頻発化に備え、島原半島圏域における二級水系流域において、あらゆ

る関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進する

ための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

 

（協議会の対象流域） 

第３条 協議会は、島原市、雲仙市及び南島原市における別表１の二級水系の流域を対象

とする。 

 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 事務局は、前項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表２

の職にある者以外の者の参加を協議会に求めることができる。 

 

 

（幹事会の構成） 

第５条 協議会に幹事会を置くものとし、別表３の職にある者をもって構成する。 

２ 事務局は、前項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表３

の職にある者以外の者の参加を幹事会に求めることができる。 

 

 

（幹事会の目的） 

第６条 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、対策等の各種検討・調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

 

 

（協議会の実施事項） 

第７条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

（１） 島原半島圏域における二級水系流域で行う流域治水の全体像を共有・検討 

（２） 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域

治水プロジェクト」の策定と公表 
（３） 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

（４） その他、流域治水に関して必要な事項 



（会議の公開） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しない

ものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後、公表するものとする。 

３ 前各項に定める資料の公表をもって、協議会の公開とみなす。ただし、協議会の事前

の了解を得たうえで協議会を公開形式で開催することもできるものとする。 

４ 幹事会は、原則非公開とする。 

 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事

項については、協議会で定めるものとする。 

 

 

（事務局） 

第１０条 協議会及び幹事会の運営に係る事務を行うため事務局を置く。 

２ 事務局は、長崎県土木部河川課に置く。 

 

 

（附則） 

本規約は、令和６年１０月１６日から施行する。 

 本規約は、令和６年３月２６日から改正する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 １ 

島原半島圏域 二級水系 

 

 

番 号 水 系 名 

１ 鮎川水系 

２ 新湊川水系 

３ 白水川水系 

４ 大手川水系 

５ 北川水系 

６ 中尾川水系 

７ 西川水系 

８ 湯江川水系 

９ 多比良川水系 

１０ 土黒川水系 

１１ 倉地川水系 

１２ 神代川水系 

１３ 西郷川水系 

１４ 松江川水系 

１５ 権現川水系 

１６ 船津川水系 

１７ 田内川水系 

１８ 千々石川水系 

１９ 境川水系 

２０ 川内川水系 

２１ 小津波見川水系 

２２ 津波見川水系 

２３ 小松川水系 

２４ 堀川水系 

２５ 貝瀬川水系 

２６ 中谷川水系 

２７ 六反田川水系 

２８ 田町川水系 

２９ 葉山川水系 

３０ 有馬川水系 

３１ 大手川水系 

３２ 竜石川水系 

３３ 須川川水系 

３４ 有家川水系 

３５ 蒲河川水系 

３６ 新川水系 

３７ 深江川水系 

３８ 栗谷川水系 

３９ 水無川水系 



別表 ２ 

 

島原半島圏域 二級水系流域治水協議会 

 

 

機 関 名 役 職 名 

島原市 市長 

雲仙市 市長 

南島原市 市長 

気象庁 長崎地方気象台 次長 

林野庁 長崎森林管理署 署長 

長崎県 危機管理対策監 

土木部長 

島原振興局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 ３  
島原半島圏域 二級水系流域治水協議会 幹事会 

 

機 関 名 役  職  名 

島原市            市民部 市民安全課長 
農林水産部 耕地水産課長 
建設部 道路課長 

都市整備課長 

雲仙市 総務部 危機管理課長 
環境水道部 下水道課長 
農林水産部 農林課長 

農漁村整備課長 
建設部 監理課長 
    道路河川課長 

南島原市 総務部   防災課長 
農林水産部 農林課長 

農村整備課長 
建設部   建設課長 

都市計画課長 
環境水道部 上下水道課長 

気象庁 長崎地方気象台 水害対策気象官 

林野庁 長崎森林管理署 次長 

長崎県 危機管理部 防災企画課  課長補佐 
県民生活環境部 
      水環境対策課 課長補佐 
土木部   河川課    課長補佐 
      砂防課    課長補佐 
      都市政策課  課長補佐 

住宅課    課長補佐 
建築課    課長補佐 

農林部   農村整備課  参事 

森林整備室   参事 
島原振興局 農林水産部  土地改良課長 

農村整備課長 
林務課長 

      建設部    河港課長 
             建築課長 

         


